
提

出

者

原

陽

子

平
成
十
五
年
九
月
二
十
六
日
提
出

質

問

第

一

五

号

港
湾
運
送
事
業
法
改
正
に
伴
う
国
土
交
通
省
（
旧
運
輸
省
）
の
指
導
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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港
湾
運
送
事
業
法
改
正
に
伴
う
国
土
交
通
省
（
旧
運
輸
省
）
の
指
導
に
関
す
る
質
問
主
意
書

港
湾
運
送
事
業
法
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
九
年
、
第
一
〇
一
回
国
会
に
お
い
て
審
議
さ
れ
、
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
旧
運
輸
省

は
一
般
港
湾
運
送
事
業
者
の
関
連
下
請
事
業
者
と
な
る
た
め
に
条
件
を
出
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
中
に
「
長
期
の
専
属
下
請
契

約
に
類
す
る
契
約
と
経
済
上
の
利
益
の
提
供
」
と
い
う
条
件
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
関
連
下
請
契
約
に
つ
い
て
は
、
第
一
〇

一
回
国
会
の
衆
議
院
運
輸
委
員
会
に
お
い
て
昭
和
四
三
年
に
出
さ
れ
た
港
政
第
二
一
二
号
通
達
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
般
、
港
湾
運
送
に
関
わ
る
下
請
事
業
量
の
激
減
に
よ
り
、
は
し
け
運
送
事
業
者
な
ど
下
請
事
業
者
が
廃
業
に
追
い
込
ま
れ

る
な
ど
、
危
機
的
な
状
況
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
件
に
関
連
し
、
以
下
質
問
し
ま
す
。

一

昭
和
四
三
年
旧
運
輸
省
港
湾
局
長
発
、
各
地
方
海
運
局
長
宛
の
通
達
、
港
政
第
二
一
二
号
で
は
、
そ
の
別
紙
に
お
い
て

「
専
属
の
下
請
契
約
は
次
の
こ
と
を
条
件
と
す
る
」
と
し
て
、
当
該
下
請
契
約
の
年
間
契
約
ト
ン
数
が
、
当
該
下
請
事
業
者

の
年
間
取
扱
可
能
ト
ン
数
の
八
〇
％
以
上
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
契
約
が
、
当
該
一
般
港
湾
運
送

事
業
者
が
当
該
下
請
事
業
者
に
対
し
て
行
う
営
業
保
証
に
よ
っ
て
、
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
営
業
保
証
は
当
該
下
請
契
約
の
年
間
契
約
ト
ン
数
の
八
〇
％
以
上
を
取
り
扱
う
た
め
に

一



必
要
な
直
接
作
業
費
に
相
当
す
る
額
の
支
払
い
を
保
証
す
る
旨
の
契
約
と
す
る
、
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
専
属
の
下
請
契
約
」
の
内
容
に
関
し
、
特
に
「
営
業
保
証
は
当
該
下
請
契
約
の
年
間
契
約
ト
ン
数
の
八
〇
％
以
上

を
取
り
扱
う
た
め
に
必
要
な
直
接
作
業
費
に
相
当
す
る
額
の
支
払
い
を
保
証
す
る
」
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
は
、
旧
運
輸
省

側
が
「
関
連
下
請
契
約
に
は
こ
の
規
定
を
適
用
し
て
い
き
た
い
」
と
昭
和
五
九
年
五
月
一
一
日
の
運
輸
委
員
会
で
説
明
し
て

い
る
。

現
在
、
一
般
港
湾
運
送
事
業
者
が
当
該
下
請
事
業
者
に
対
し
て
行
う
営
業
保
証
が
ど
の
程
度
守
ら
れ
て
い
る
の
か
、
具
体

的
に
示
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
実
態
を
把
握
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
何
故
か
。
国
の
指
導
し
た
事
項
に
つ
い
て
守
ら
れ
て
い
る
か
ど

う
か
の
監
視
は
必
要
と
考
え
る
が
、
国
土
交
通
省
の
見
解
は
い
か
が
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

営
業
保
証
を
守
っ
て
い
な
い
元
請
事
業
者
に
対
し
、
現
在
、
国
土
交
通
省
及
び
各
地
方
運
輸
局
は
ど
の
よ
う
な
指
導
を
さ

れ
て
い
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
今
後
、
ど
の
よ
う
な
指
導
を
す
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

関
連
下
請
契
約
書
が
商
行
為
で
あ
り
、
行
政
は
立
ち
入
ら
な
い
と
い
う
判
断
で
あ
る
な
ら
、
下
請
関
連
契
約
書
の
作
成
の

二



段
階
で
指
導
し
た
と
い
う
の
は
、
商
行
為
へ
の
介
入
で
は
な
い
の
か
、
見
解
を
伺
い
た
い
。

四

昭
和
五
九
年
の
港
湾
運
送
事
業
法
の
改
正
に
お
い
て
、
港
湾
運
送
事
業
者
が
船
部
分
、
労
働
部
分
を
下
請
に
回
す
こ
と
が

で
き
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
い
ず
れ
将
来
的
に
は
こ
の
分
野
が
衰
退
す
る
と
い
う
見
込
み
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
、
と
の
憶
測
も
さ
れ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
、
コ
ン
テ
ナ
の
普
及
な
ど
が
当
時
か
ら
予
測
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

あ
え
て
船
と
労
働
の
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
を
下
請
で
き
る
よ
う
に
し
た
意
図
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

今
後
、
は
し
け
や
い
か
だ
な
ど
の
港
湾
運
送
事
業
に
関
し
、
ど
の
よ
う
な
展
望
、
位
置
付
け
を
お
持
ち
か
、
伺
い
た
い
。

六

は
し
け
に
よ
る
運
送
事
業
に
関
し
、
規
制
緩
和
や
新
規
事
業
へ
の
誘
導
な
ど
、
監
督
省
と
し
て
、
支
援
策
が
講
じ
ら
れ
る

べ
き
と
考
え
る
が
、
見
解
は
い
か
が
か
。

右
質
問
す
る
。

三


